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あけましておめでとうございます。

昨年夏以来空席となっていた当所の企画連絡室長に

昨年11月16日付で着任しました。長らく空席であった

ことで皆様方にご不便とご迷惑をおかけしましたこと

にお詫び申し上げるとともに、今後ともよろしくお引

き立てのほどお願いいたします。

さて、今年の干支は十二支を一回りして振り出しに

戻り子（ネズミ）となりました。何事もマンネリ化は

禁物です。時折初心に帰って全てを新たな目で見直し

て臨むことが必要ではないでしょうか。

昨年の亥年は、年明け早々から酉（鶏：高病原性鳥イ

ンフルエンザ）に始まり、丑（牛：牛ミンチ）が大きな

問題となり、なかなか亥（豚）の出番にはなりませんで

したが、年末が近づいてようやく亥（豚:豚サーコウイル

ス感染に対するワクチン）が話題に上りました。

近年、家畜衛生、食の安全や食品表示など消費･安全

分野に係わる話題が大きく取り上げられることが多く

なりました。国民・消費者の関心が如何に食の安全や

これに関連する分野に向いているか、また、これに対

して報道機関が如何に敏感に反応するかを改めて感じ

させられます。

このような情勢の中では、しばしば行政の対応につ

いて厳しい報道や意見等が示されることがあります。

食の安全や家畜衛生などのリスク管理行政に携わる者

としては、常に最悪の事態を想定しつつ、原理原則と

科学的根拠に基づいて平素から業務を遂行せねばなり

ません。また、消費者や専門家でない一般の国民の声

にも耳を傾ける謙虚な姿勢も必要ではないでしょうか。

行政からの情報提供は科学的で正確なばかりでなく、

説明責任を果たすよう適宜･適切な情報の提供でなけれ

ばなりません。リスク管理行政を担う者として、平素

から有事の適切な対応と説明責任が果たせるよう、今

一度振り出しの子（ネズミ）の年の初めに因んで新た

な視点で仕事を見直してみることも必要ではないでし

ょうか。

動物用医薬品等の製造販売業者及び製造業者におか

れては、動物用医薬品等取締規則（平成16年農林水産

省令第107号）第81条の規定に基づき、毎年１月末まで

に前年の動物用医薬品等の取扱数量等について、農林

水産大臣に届出をすることとされています。

このため、お手数ですが平成19年分の動物用医薬

品等の取扱数量等について、平成19年12月28日付動

物医薬品検査所企画連絡室長事務連絡に従い、右記

まで提出願います。報告様式は、当所ホームページ

（http://www.nval.go.jp）の「動物用医薬品等の取扱数

量の届出について」よりコピーできますのでご利用く

ださい。

なお、本届出の集計結果等は、動物用医薬品等に係る

行政施策の決定や承認審査等における重要な基礎資料と

なることから、特段のご理解とご協力をお願いします。

また、集計の簡便化を図るため、取扱数量を記載し

た別記様式（エクセルファイル）については、電子メ

ールでの届出をお願いしておりますので、ご理解の上、

ご協力をお願いします。

提出及び問い合わせ先

〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1

動物医薬品検査所企画連絡室

企画調整課　取扱数量担当

TEL 042-321-1861（直通）

お知らせ
◎動物用医薬品等の取扱数量の届出について


